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広島県がん対策推進委員会について 

 

１ 設置目的 

平成２７年３月に制定した広島県がん対策推進条例に基づき，がん対策に関し調査審議するた

め，知事の附属機関として設置。 

 

２ 検討事項 

 （１）がん対策推進計画の策定又は変更に関する事項 

 （２）がん対策の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項 

  

３ 検討体制（案） 

  委員会は，必要があると認めるときは，専門的に調査・協議する組織等の意見を聴くこと

ができる。 

   がん予防・検診推進会議 

   緩和ケア推進会議 

   情報提供・相談支援会議 

   がん登録については，これまで地域がん登録を推進する方策等を検討するため専門

部会を設置していたが，平成 28 年１月から全国がん登録が実施されるため，がん

登録情報については各会議で活用・検討を行い，その他必要な事項については，が

ん対策推進委員会において審議することとする。 

  

  ★ がん対策推進に必要な事項の協議・提案  

★ 計画の進捗管理 

・  施策等がＰＤＣＡサイクル〔計画（Plan）－ 実施（Do）－ 評価（Check）－改善（Action）〕
によりきちんと回っているかどうか，特に「評価（Check）」については，県民や専門家等
の立場から検証する。 

・ 検証結果を踏まえ，第３次計画の策定に向けた検討を実施  

[委員会による進捗管理等] 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

第
２
次
計
画 

    

第
３
次
計
画 

    

 

県 ： ＰＤＣＡサイクル（計画・実施・評価・改善）による施策の推進 

K
検証 

K
検証 

K
検証 

次期計画の検討 
（平成 30 年 3 月までに策定） 

施策の
推進 

資料１ 

１ 

専門会議での分析・評価等 
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